
指定ごみ袋制度変更に伴うごみ処理施設へ直接搬入時の懸案事項について  

 

○…指定袋負担  ●…搬入手数料負担 

 
 家庭系 

事業系直接搬入 

【指定袋対象外】 個人の直接搬入 
アパート等集合住宅からの直接搬入 

（収集運搬事業者が搬入） 

指定袋 袋指定なし 指定袋 袋指定なし 袋指定なし 

現

状 

10㎏以下 

（無料） 
○   Ｃ.Ｅ     Ａ.Ｄ  

 
    Ａ 

10㎏超過

（有料） 
○●  Ｃ.Ｅ ●   Ｄ ○●  Ｃ.Ｅ ●   Ｄ ● 

参

考

① 
無料枠廃止 ○●  Ｂ.Ｃ.Ｅ ●   Ｂ.Ｄ ○●  Ｃ.Ｅ ●   Ｄ ●   Ｂ 

参

考

② 

指定袋搬入は

無料 
○   Ｃ.Ｅ.Ｆ ●   Ｄ ○   Ｃ.Ｅ.Ｆ ●   Ｄ  

懸

案

事

項 

市民 

Ａ 現状制度で袋指定なしにした場合、無料枠内の搬入は手数料・ごみ処理手数料とも負担が無くｽﾃｰｼｮﾝ（有料）との

格差を生じる 

Ｂ 無料枠を廃止した場合、少量ごみをわざわざ施設へ直接搬入したにもかかわらず、ごみ処理手数料を取られる不満 

Ｃ 指定袋を使用する判断が難しくなる（燃やせるごみ月・水・金、月１回燃やせるごみ） 

Ｄ 同じ家庭系でありながら自治会ステーションを利用している市民とアパート等集合住宅で排出ルールが異なり不公

平感が生じる 

市 

Ｅ 家庭系に指定袋を義務付けした場合、燃やせるごみの月・水・金と指定袋対象外の月１回の燃やせるごみなどの判

別が、計量業務及びﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ業務で煩雑となり、搬入車両の渋滞を招く恐れあり 

Ｆ 指定袋搬入を無料にした場合、計量業務（ごみ処理手数料徴収）が非常に難しくなる（混載搬入は判断不可） 資
料
５
 


